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(57)【要約】
発電機から供給される電気エネルギーを加えることによ
り、手術中に組織を切断する電気手術ペンシルである。
管により手術箇所から排煙する。柔軟性を向上し、管の
剛性を減少するため、管の形状と性能を概ね維持する一
方、煙を手術箇所から誘導する。管はポリマーフィルム
からなり、ここでは少なくとも１つの補強要素によって
延伸されたシースとして示されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発電機から供給される電気エネルギーを加えることにより手術中に組織を切断する電気
手術ペンシル（１）であって、前記ペンシルは細長い本体部（２）を備え、露出した電極
（３）が前記本体部の末端に配置され、管（８）は前記本体部の反対側の基端から伸び、
手術中の排煙を促進し、前記管は少なくとも１つの補強要素（１３）によって延伸された
ポリマーシース（１２）を備える。
【請求項２】
　前記補強要素は、断面（Ｄ）において、前記シースの厚み（ｔ）の少なくとも２０倍の
最大寸法を有する、請求項１に記載のペンシル。
【請求項３】
　各補強要素は前記シースの剛性の少なくとも１０倍の範囲内の剛性を有する、請求項１
又は請求項２に記載のペンシル。
【請求項４】
　補強要素は螺旋状の渦巻を形成する、前記請求項のいずれかに記載のペンシル。
【請求項５】
　前記螺旋状の渦巻は前記管の断面寸法の０．２－２倍の範囲のピッチを形成する、請求
項４に記載のペンシル。
【請求項６】
　前記管の断面寸法（ｙ）の少なくとも２０パーセントの距離で隣接して配置される多数
の補強要素（１６，１７，１８，１９）を備える、前記請求項のいずれかに記載のペンシ
ル。
【請求項７】
　前記補強要素は前記シースと同じ材料からなる、前記請求項のいずれかに記載のペンシ
ル。
【請求項８】
　前記補強要素と前記シースの少なくとも１つは、ＰＥ、ＥＶＡ、ＥＬＶＡＸTM及びこれ
らの組み合わせからなる群から選択された材料からなる、前記請求項のいずれかに記載の
ペンシル。
【請求項９】
　前記補強要素は前記本体部の断面積の少なくとも０．１５倍の断面積を有する、前記請
求項のいずれかに記載のペンシル。
【請求項１０】
　前記シースは、第１の優勢方向を有するポリマー鎖を備えるポリマー材料からなる、前
記請求項のいずれかに記載のペンシル。
【請求項１１】
　前記補強要素は、第１の優勢方向とは異なる第２の優勢方向を有するポリマー鎖を備え
るポリマー材料からなる、請求項１０に記載のペンシル。
【請求項１２】
　第１の優勢方向は、第２の優勢方向と基本的に垂直である、請求項１０及び請求項１１
に記載のペンシル。
【請求項１３】
　前記管は、発電機からのエネルギーを前記電極に供給するための導電手段を覆う、前記
請求項のいずれかに記載のペンシル。
【請求項１４】
　管にシースと少なくとも１つの補強要素を与える工程と、それに続いて前記シースの塑
性変形によって軸方向に前記管を延伸し、隣接する補強要素間の距離を増加するか又は螺
旋状の補強要素の隣接する渦巻の対応する点間のピッチを増加する工程とを備える方法に
より製造された、前記請求項のいずれかに記載のペンシル。
【請求項１５】
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　前記管は基端部と末端部を備え、隣接する補強要素間又は螺旋形状の補強要素の渦巻間
の距離が前記基端部と前記末端部で異なっている、前記請求項のいずれかに記載のペンシ
ル。
【請求項１６】
　前記管は、８－１２ｍｍの範囲の内径を有する、前記請求項のいずれかに記載のペンシ
ル。
【請求項１７】
　前記管は、１０－１４ｍｍの範囲の外径を有する、前記請求項のいずれかに記載のペン
シル。
【請求項１８】
　基端部と末端部を備え、前記基端部は前記末端部よりも大きな直径を備える、前記請求
項のいずれかに記載のペンシル。
【請求項１９】
　前記シースは０．０４－０．０６ｍｍの範囲の厚みを有する、前記請求項のいずれかに
記載のペンシル。
【請求項２０】
　前記管は前記本体部から取り外し可能である、前記請求項のいずれかに記載のペンシル
。
【請求項２１】
　前記管は、補強要素の２つの隣接する渦巻上、又は２つの隣接する補強要素上の対応す
る２点間の軸方向の距離が３－９ｍｍの範囲であるように、弛緩状態の形状についての形
状記憶特性を有する、前記請求項のいずれかに記載のペンシル。
【請求項２２】
　前記管は、最大長が弛緩状態の長さの１３０－２００パーセントの範囲であるように、
弾性変形によって伸縮可能である、請求項２１に記載のペンシル。
【請求項２３】
　前記管は、前記ペンシルの前記本体部から吸引源まで１つの部品で伸びている、前記請
求項のいずれかに記載のペンシル。
【請求項２４】
　吸引源に前記管を取り外し可能に固定することを可能にするカップリングを備え、前記
カップリングは少なくとも前記管の前記補強部材に一体成形されている、前記請求項のい
ずれかに記載のペンシル。
【請求項２５】
　請求項１から請求項２４までのいずれかに記載のペンシルを使用することを含む、電気
手術処置中に排煙する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発電機から供給される電気エネルギーを加えることにより、手術中に組織を
切断するような電気手術処置のための電気手術ペンシルに関する。特に、本発明は、細長
い本体部、本体部の末端に位置する電極、及び本体部の反対側の基端から伸びる管を有す
るペンシルに関し、手術中の排煙を促進する。
【背景技術】
【０００２】
　電気手術器具は、広く外科医によって使用されるようになっており、使用中に安全で扱
いやすい機器や器具の必要性が増している。
【０００３】
　ここで電気手術処置が意味するのは、電気手術器具により組織を切断及び／又は凝固す
るために組織部位まで高周波（ＲＦ）電気エネルギー又は電気手術用のエネルギーの伝達
処置である。単極システムでは、電気手術用のエネルギーは患者の下に配置された戻り電
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極パッドを介して電気手術用電源に戻される。
【０００４】
　特に、ペンシルが排煙管と組み合わされた場合、外科医はＲＦ電気手術信号のための電
気ケーブルの存在だけでなく、吸引のための比較的太い管にも対処しなければならない。
特に、機器と一緒に管が回転及び移動できないことにより、体内の手術用電極の角度調整
を行うことが困難となりうる。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の目的は、排煙管を有する電気手術ペンシルの操作性を向上することである。
【０００６】
　第１の態様によれば、本発明は、管が少なくとも１つの補強要素によって延伸されたポ
リマーシースを備えるペンシルを提供する。
【０００７】
　特に、補強要素は、管によって導電する方向をここでは軸方向と呼ぶが、この軸方向に
垂直な断面において、シースの少なくとも２０倍の厚みの最大寸法を有する。補強要素に
対して相対的に非常に薄いシースのこの組み合わせにより、管は比較的薄いシースによっ
て高い柔軟性を有するが、比較的大きな断面寸法のために破壊に対しては非常に強固であ
る。
【０００８】
　電気手術処置では、ペンシルは一般的に非常に慎重に扱われる。一般的には、急激な動
作は行われず、環境は一般的にあまり厳しくではない。即ち、管に対して有害となりうる
対象は一般的に存在しない。さらに、管は吸引源に接続され、管が破損しても深刻ではな
い。最悪の場合、排煙が低減又は停止される。補強要素又は複数の要素によって延伸され
た薄く潜在的に脆弱なシースの発明と使用は、吸引管が厳しい取り扱い環境に耐える必要
があるという深く持たれた偏見と矛盾する。
【０００９】
　特に、本発明は、補強要素がシースの剛性の少なくとも１０倍、例えば少なくとも１０
０倍、５００倍、又は１０００倍のペンシルを提供できる。
【００１０】
　剛性の差が大きいため、管は非常に高い柔軟性を有する。即ち、所望の形状に管を曲げ
及び形成することは非常に容易である。この柔軟性は、比較的に弾性及び/又は薄さを有
するシースの弾性変形によって得られる。同時に、管は破壊に対して大きな抵抗を示す。
この抵抗は、シースを延伸する補強要素によってもたらされる。
【００１１】
　ここで「剛性（stiffness）」が意味するのは、シース又は補強要素の堅さであり、即
ち、弾性変形に対する補強要素及びシースの抵抗であり、例えば、加えられた力と補強要
素及び／又はシースの変位結果によって測定される。
【００１２】
　用語「電気手術ペンシル（electrosurgical pencil）」は、外科医の手にフィットする
形状の本体部を有し、備え付けられた活性電極を操作する器具を含むことを意図している
。電極は、焼灼、凝固及び/又は組織を切断するための電気手術処置用である。典型的に
は、電気手術ペンシルは、ハンドスイッチ又はフットスイッチにより操作される。電極は
導電要素であり、それは一般に長尺体であって、針状の末端部又は丸められた末端部を有
する薄く平坦なブレード形状であってもよい。これに代えて、電極は、例えばワイヤー又
は紐形状であって、例えば電気手術処置を実行できるワイヤーループを形成するような弾
性変形可能な要素であってもよい。
【００１３】
　ここで「管（tube）」が意味するのは、流体の流動を誘導できるように内部に管腔を有
する横長の要素であり、その形状と大きさは吸引の必要量に完全に依存する。ここで管の
軸方向とは、管が流体の流動を誘導する方向、即ちペンシルの本体部から吸引源への長さ
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方向である。軸方向に垂直な断面において、管は、例えば円形又は楕円形であってもよい
。
【００１４】
　ここで「シース（sheath）」が意味するのは、ポリマー材料の薄いシートであり、例え
ばシート状の箔又は膜であり、例えば弾性変形可能な薄いポリマー材料のシートである。
【００１５】
　補強要素によって延伸されるシースの特徴は、シースは構造的な剛性がほとんどなく、
従って補強要素によって保持されない限り、特定の形状を維持できないことを意味する。
ここで「延伸」という用語は、シースが任意に弾性変形又は塑性変形することを意味する
のではなく、単に補強要素によってシースが一定の形状に保持されることを意味する。し
かしながら、一実施形態では、シースは補強要素によって延伸されることにより弾性変形
してもよい。
【００１６】
　補強要素は、例えば管の断面寸法の０．５－２倍の範囲の一定のピッチを有する螺旋状
の渦巻を形成してもよく、例えば管が軸方向に垂直な断面で円形の場合、ピッチは直径の
２倍であってもよい。これにより補強要素は単一の要素を構成するか、又は管の大部分に
わたってそれぞれ伸びている複数の要素を構成してもよい。このようにして、管全体で複
数の要素、例えばそれぞれ５ｃｍの１，２，３，４，又は５つの要素を備える。
【００１７】
　本発明の文章内の用語「ピッチ（pitch）」は、螺旋状の隣接する２つの渦巻上の対応
する２点間の軸方向距離を意味する。用語「ピッチ」は本出願ではおねじ又は蛇腹形状に
関して使用されており、渦巻により、まるで医療用螺旋管がおねじを有するか又は蛇腹形
状であるかのように見える。渦巻は、医療用螺旋管の全長の各部に沿って螺旋のように巻
いている。
【００１８】
　これに代えて、管は、管の軸方向に前後して配置された複数の補強要素を備える。本実
施形態では、補強要素は例えば円形のリング状であってもよい。
【００１９】
　一般に、管はシースによって形成された均一なホースから作られてもよく、ホースの周
り又はホースの内側で周方向に取り付けられた補強要素を有していてもよい。これに代え
て、シース及び補強要素は、ホースが押し出されるのと同様の一体化された１つの製造工
程で製造されてもよい。例えば、その工程は補強要素が内部に挿入されるか、周りに配置
されるか、又は補強要素と完全に一体成形される押し出し工程である。
【００２０】
　補強要素の種類や数によらず、これらはシースの材料と同一の材料から作られる。例え
ばＰＥを含むか、ＤｕＰｏｎｔ社のＥＬＶＡＸのようなＥＶＡ樹脂か、低濃度で酢酸ビニ
ルを含有するか、又はこのような材料の組み合わせから作られる。
【００２１】
　別の実施形態では、シース及び補強要素は、２つの異なる材料から作られる。例えば、
一方はＥＶＡ樹脂から、及び、他方はＰＥ又は類似のポリマー材料から作られる。
【００２２】
　特にペンシルの軸方向に垂直な断面で見たとき、管はペンシルの本体部の面積の少なく
とも５０パーセントの範囲内の断面積を有していてもよい。これは例えばペンシルの本体
部の断面積の６０パーセントから１００パーセントの間である。ここで本体部の軸方向は
本体部の末端から本体部の基端への方向である。
【００２３】
　さらに、補強要素は、本体の断面積の少なくとも５－１０パーセントの範囲の断面積を
有していてもよい。
【００２４】
　特に、補強要素はリング形状であってもよく、例えば円状のリング形状であってもよい
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。特定の一実施形態では、本体の長軸方向に垂直な断面において、測定可能な最大寸法の
５０－１５０パーセントの範囲の直径を有する円形であり、それは例えば最大寸法の７５
－１２５パーセントである。
【００２５】
　シースと補強要素の両方がポリマー材料から作られている場合、及び、それらがポリマ
ー鎖の異なる優勢方向を有する場合、利点がある。ここで優勢方向が意味するのは、ポリ
マー鎖の少なくとも３０パーセントが実質的に同じ方向である。ここで実質的に同じ方向
が意味するのは、ポリマー鎖が、例えば互いに相対的にプラスマイナス１０度以内のよう
に、互いに相対的にプラスマイナス２０度以内である。
【００２６】
　シースは例えば軸方向にポリマー鎖の優勢方向を有してもよいし、補強要素は、例えば
優勢方向が補強要素の周方向に一致するように軸方向に垂直にポリマー鎖の優勢方向を有
してもよい。補強要素がリング形状の例えば円形の場合、優勢方向はリングの円形状であ
ってもよく、即ち、ポリマー鎖の少なくとも３０パーセントが円形状即ちリング形状に沿
って伸びている。
【００２７】
　シースは例えば互いに直行する一以上の、例えば２つの優勢方向を有していてもよい。
特に、優勢方向の１つは管の軸方向、即ち管の内部管腔が流体の流動を誘導する方向であ
てもよい。
【００２８】
　管は、発電機からのエネルギーを電極に供給するための導電ケーブルを、覆っていても
よい。これにより導電ケーブルの絡まりを防止できる。一実施形態では、このような導電
ケーブルは管の補強要素の一部を形成する。特に、補強要素が螺旋形状である場合、この
ような螺旋形状の要素は電極にエネルギーを伝導する形状をしてもよい。別の実施形態で
は、補強要素は、管の内部又は外部のケーブルの位置を補強要素で固定するように、少な
くとも導電ケーブルに結合されてもよい。
【００２９】
　管にシースと補強要素を与えるステップに続き、軸方向に管を延伸するステップを含む
工程によって、管が作られることにより、隣接補強要素間の距離を増加するか、又は、螺
旋形状の補強要素の隣接する渦巻の対応する点のピッチを増加する。また、この工程によ
り効果的にポリマー鎖の均一な方向性を提供できる。
【００３０】
　管は、隣接する補強要素間又は螺旋形状の補強要素の渦巻間の距離が基端部と末端部で
異なる基端部と末端部を備えてもよい。ここで、末端部はペンシルの本体に直接接続され
、基端部は吸引源に接続可能である。
【００３１】
　基端部は末端部と比較した際に、隣接する補強要素間の距離がより短くてもよいし、又
は螺旋渦巻状の補強要素のピッチがより小さくてもよい。
【００３２】
　一例では、１３．５ミリメートルの外径を有する管は６ミリメートルのピッチを有する
基端部と４ミリメートルのピッチを有する末端部を備える。基端部はそれによってより強
固で壊れにくくなります。特に基端部が壊れることにより管内の流体の流動を止めること
なく、管の半径方向の圧力に耐えることができる。一方、末端部はより柔軟性を有してい
てもよく、ペンシルが回転を含め、より自由に可動できるように性能を向上させてもよい
。
【００３３】
　ペンシルを可動するための柔軟性は、移動や回転が発生するペンシルに近いところで主
に要求されるため、末端部は基端部と比較して相対的に短くてもよい。末端部は、例えば
基端部の長さの７５パーセント未満の長さであってもよく、例えば基端部の長さの５０パ
ーセント未満、例えば基端部の長さの２５パーセント未満であってもよい。
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【００３４】
　管は、５－２０ｍｍの範囲の内径を有していてもよく、例えば８－１５ｍｍ、１０－１
４ｍｍであり、そして１０－１５ｍｍの範囲の外径を有していてもよく、例えば１２－１
４ｍｍである。また、管は末端部よりも大きな直径をもつ基端部を有していてもよい。
【００３５】
　このような管では、補強要素の厚みは、後の図４及び図５の寸法Ｄを参照して、２．５
－４ｍｍの範囲であり、例えば２．６－２．８ｍｍである。
【００３６】
　シースの厚みは図４及び図５の寸法ｔを参照して、０．０４－０．２ｍｍの範囲であっ
てもよく、例えば０．０６－１．５ｍｍの範囲、０．０８－１．２ｍｍの範囲である。
【００３７】
　特に、管はペンシルの本体部から吸引源に一体的に伸びていてもよい。
【００３８】
　吸引源は、ポンプに管を取り外しできるような固定を可能にするカップリングによって
管に接続されたポンプであってもよい。例えば管とカップリングを１つの部品で成形する
ことにより、又は、管とカップリングを接着剤で結合することにより、カップリングは管
と一体に形成されてもよい。特に、カップリングは接着されてもよいし、又は補強要素と
ともに１つの部品で形成されてもよい。
【００３９】
　第２の態様では、本発明は、電気手術処置中に排煙する方法を提供する。そしてその方
法は請求項１から請求項２４のいずれかに記載のペンシルを使用することを含む。処置は
、特にペンシルの本体部と吸引源との間に接続された１つの管を使用することを含む。特
に、隣接する補強要素間のより大きな距離又はより大きなピッチを有する基端部を備える
管を使用することを含む。
【００４０】
　以下では、本発明の実施形態を、図面を参照してさらに詳細に記載する。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明に係るペンシルを示す。
【図２】本発明に係るペンシル用の管の詳細を示す。
【図３】本発明に係るペンシル用の管の詳細を示す。
【図４】管の代替実施形態の詳細を示す。
【図５】管の代替実施形態の詳細を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　図１は、手術中に組織を切断する電気手術ペンシルを示す。使用時には、電気エネルギ
ーが発電機から電極に供給される。電極は、細長い本体部の末端に取り付けられている。
軸方向に反対の本体部の基端で、ペンシルは固定されるか又は取り外し可能に取り付けら
れた管を備え、この管は電極の周りの部位からの煙の吸引とそれによる除去を促進する。
本体部は、管が基端に取り付けられた際に本体部を通じて吸引を可能にする内部ダクトを
備える。内部ダクトは、吸引先端部で終端する。管は円で示された箇所で本体から取り外
し可能である。
【００４３】
　図１は、（図示しない）電気手術用発電機から供給される電気エネルギーを加えること
により、手術中に患者の組織を切断及び／又は凝固するペンシルの斜視図を示す。
【００４４】
　ペンシル１は、中空の細長い主要本体部２と、切断及び／又は凝固に使用できるブレー
ド電極３とを備える。スイッチ４は、発電機の異なる設定間の切り替えのために設けられ
ている。
【００４５】
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　開示された実施形態では、スイッチは、外科医がスイッチ４の両端のうち一方を押すこ
とによって、切断用の電力モードと凝固用の電力モードの切り替えが可能なロッカースイ
ッチである。
【００４６】
　ペンシル１を管８と共にあるいは管８なしで使用できるように、管８は堅固に又は着脱
自在に本体部２の基端部５に取り付けられている。その反対側の端部では、ペンシル１は
、ブレード電極３の少なくとも一部を覆うように細長い本体部２の第１端部７に取り付け
られた吸引先端部６を備える。
【００４７】
　吸引管８は、非常に柔軟で使い捨ての透明樹脂材料からなる。ペンシルの基端に接続さ
れている管の末端部では、管はペンシルの本体部２に差し嵌めされるカップリング（図示
せず）を備える。その反対側の管の基端部９において、管は吸引源即ち典型的には制御可
能な空気流を提供するポンプに管を取り付けるためのカップリング１０を備える。管はカ
ップリング間で１つの部品で形成され、カップリングは管に堅固に接合される。これに代
えて、管は本体部２に堅固に接合されてもよく、これにより本体部に対するカップリング
の必要性を軽減する。
【００４８】
　スイッチ４の動作に対応して（図示しない）発電機からブレード電極３に送電するため
に、ケーブル１１が、スイッチ４に接続されている。
【００４９】
　本実施形態にかかる電気手術器具１では、ケーブル１１は、吸引管８の基端部９に向か
って吸引管８の内部を伸びており、基端部９でカップリング１０の直前で管８から出る。
【００５０】
　他の実施形態で、ケーブル１１は吸引管８の外側に伸びていてもよく、さらに他の実施
形態で、ケーブル１１は管の一部を形成してもよく、例えば、管用の螺旋状の補強要素の
一部を形成する。この実施形態では、カップリング１０は、ポンプを介して電気手術用の
ＨＦ電力を電極に供給するために、ポンプのソケット手段と適合するソケット手段を備え
てもよい。
【００５１】
　細長い主要本体部２の構造と設計は、図示しているペン状の形状から逸脱してもよい。
しかしながら、一般に本体の内部で、管１１から吸引源６に連通していることが好ましい
。
【００５２】
　取り扱いをより容易にするために、特に、ペンシルが最も長く伸びる方向を定義する軸
周りのペンシルの回転方向に対して、本体部２は実質的に半円形又は円形の断面を有して
いる。
【００５３】
　図２は管８の詳細を示す。管は、少なくとも１つの補強要素１３によって正確な管形状
（ここでは「延伸」と呼ぶ）に保持されるポリマーシース１２を備える。
【００５４】
　シースと補強要素の両方はポリマー材料からなり、例えばＤｕＰｏｎｔ社のＥｌｖａｘ
TMのようなＥＶＡ樹脂からなる。シースと補強要素は、シースと補強要素が同時に作られ
る場合、互いの製造過程中に接合される。図２では、補強要素は管状のシースの周りで渦
巻を形成する螺旋形状の要素である。
【００５５】
　図３はピッチ１４という用語のここで使用されている定義を示している。即ち渦巻上の
一点と隣接する渦巻上の対応する点との間の距離を示している。
【００５６】
　断面において、補強要素は任意の形状を有していてもよい。しかしながら、異なる方向
への曲げに対して均一な抵抗を示すので、図４及び図５に示すような円形状が一般的には
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適している。
【００５７】
　図４及び図５は、断面図で見た２つの異なる実施形態にかかる補強要素を示す。
【００５８】
　図４では、管は螺旋形状である単一の補強要素１５を備える。図５では、管は管の内径
ｙの２０－５０パーセントのオーダーの距離で配置される多数の別個の補強要素１６－１
９を備える。図では、この距離は距離Ｙの２０－５０パーセントのオーダーである距離ｘ
によって示されている。
【００５９】
　断面において計測される補強要素の最大寸法（図４と図５では、これは補強要素の直径
Ｄに一致する）は、シース２０の厚みｔの５－５０倍の範囲であってもよく、例えばシー
スの厚みｔの８－１２倍の範囲である。
【００６０】
　寸法ｘとｙは図５にのみ示されていることに注意されたい。しかしながら、寸法ｘとｙ
は図４と図５の実施形態の両方の寸法を示す。
【００６１】
　図５に示されている実施形態では、繰り返し周期長ｉは、内径ｙの３５－７０パーセン
トのオーダーのサイズを有している。
【００６２】
　本発明は以下の番号付けされた実施形態に関する。
【００６３】
　１．発電機から供給される電気エネルギーを加えることにより手術中に組織を切断する
電気手術ペンシルであって、ペンシルは細長い本体部を備え、露出した電極が本体部の末
端に配置され、管は本体部の反対側の基端から伸び、手術中の排煙を促進し、管は少なく
とも１つの補強要素によって延伸されたポリマーシースを備える。
【００６４】
　２．補強要素は、断面において、シースの厚みの少なくとも２０倍の最大寸法を有する
、第１実施形態に記載のペンシル。
【００６５】
　３．各補強要素はシースの剛性の少なくとも１０倍の範囲内の剛性を有する、第１実施
形態又は第２実施形態に記載のペンシル。
【００６６】
　４．補強要素は螺旋状の渦巻を形成する、先の実施形態のいずれかに記載のペンシル。
【００６７】
　５．螺旋状の渦巻は管の断面寸法の０．２－２倍の範囲のピッチを形成する、第４実施
形態に記載のペンシル。
【００６８】
　６．管の断面寸法の少なくとも２０パーセントの距離で隣接して配置される多数の補強
要素を備える、先の実施形態のいずれかに記載のペンシル。
【００６９】
　７．補強要素はシースと同じ材料からなる、先の実施形態のいずれかに記載のペンシル
。
【００７０】
　８．補強要素とシースの少なくとも１つは、ＰＥ、ＥＶＡ、ＥＬＶＡＸTM及びこれらの
組み合わせからなる群から選択された材料からなる、先の実施形態のいずれかに記載のペ
ンシル。
【００７１】
　９．補強要素は本体部の断面積の少なくとも０．１５倍の断面積を有する、先の実施形
態のいずれかに記載のペンシル。
【００７２】
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　１０．シースは、第１の優勢方向を有するポリマー鎖を備えるポリマー材料からなる、
先の実施形態のいずれかに記載のペンシル。
【００７３】
　１１．補強要素は、第１の優勢方向とは異なる第２の優勢方向を有するポリマー鎖を備
えるポリマー材料からなる、第１０実施形態に記載のペンシル。
【００７４】
　１２．第１の優勢方向は、第２の優勢方向と基本的に垂直である、第１０実施形態及び
第１１実施形態に記載のペンシル。
【００７５】
　１３．管は、発電機からのエネルギーを電極に供給するための導電手段を覆う、先の実
施形態のいずれかに記載のペンシル。
【００７６】
　１４．管にシースと少なくとも１つの補強要素を与える工程と、それに続いてシースの
塑性変形によって軸方向に管を延伸し、隣接する補強要素間の距離を増加するか又は螺旋
状の補強要素の隣接する渦巻の対応する点間のピッチを増加する工程とを備える方法によ
り製造された、先の実施形態のいずれかに記載のペンシル。
【００７７】
　１５．管は基端部と末端部を備え、隣接する補強要素間又は螺旋形状の補強要素の渦巻
間の距離が基端部と末端部で異なっている、先の実施形態のいずれかに記載のペンシル。
【００７８】
　１６．管は、８－１２ｍｍの範囲の内径を有する、先の実施形態のいずれかに記載のペ
ンシル。
【００７９】
　１７．管は、１０－１４ｍｍの範囲の外径を有する、先の実施形態のいずれかに記載の
ペンシル。
【００８０】
　１８．基端部と末端部を備え、基端部は末端部よりも大きな直径を備える、先の実施形
態のいずれかに記載のペンシル。
【００８１】
　１９．シースは０．０４－０．０６ｍｍの範囲の厚みを有する、先の実施形態のいずれ
かに記載のペンシル。
【００８２】
　２０．管は本体部から取り外し可能である、先の実施形態のいずれかに記載のペンシル
。
【００８３】
　２１．管は、補強要素の２つの隣接する渦巻上、又は２つの隣接する補強要素上の対応
する２点間の軸方向の距離が３－９ｍｍの範囲であるように、弛緩状態の形状についての
形状記憶特性を有する、前記請求項のいずれかに記載のペンシル。
【００８４】
　２２．管は、最大長が弛緩状態の長さの１３０－２００パーセントの範囲であるように
、弾性変形によって伸縮可能である、第２１実施形態に記載のペンシル。
【００８５】
　２３．管は、ペンシルの本体部から吸引源まで１つの部品で伸びている、先の実施形態
のいずれかに記載のペンシル。
【００８６】
　２４．吸引源に管を取り外し可能に固定することを可能にするカップリングを備え、カ
ップリングは少なくとも管の補強要素に一体成形されている、先の実施形態のいずれかに
記載のペンシル。
【００８７】
　２５．第１実施形態から第２４実施形態までのいずれかに記載のペンシルを使用するこ
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【符号の説明】
【００８８】
　　１　ペンシル
　　２　本体部
　　３　電極
　　４　スイッチ
　　５，９　基端部
　　６　吸引先端部
　　７　第１端部
　　８　管
　　１０　カップリング
　　１１　ケーブル
　　１２，２０　シース
　　１３，１５，１６，１７，１８，１９　補強要素
　　１４　ピッチ

【図１】

【図２】

【図３】
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